
京 都 大 学 に お け る ハ ラ ス メ ン ト の 防 止 等 に 関 す る 規 程 等 新 旧 対 照 表 
改    正    前 改    正    後 

 
（前 略） 
（部局の長の責務） 

第４条 部局（各研究科等（各研究科、各附置研

究所、附属図書館、医学部附属病院及び各セン

ター（国立大学法人京都大学の組織に関する規

程（平成１６年達示第１号。この条において「組

織規程」という。）第３章第７節及び第８節並

びに第８節の３から第１１節まで（第４７条第

１項に定める組織のうち図書館機構を除く。）

に定める施設等をいう。）をいい、組織規程第

５６条第１項の部局事務部等を含む。）、事務

本部（組織規程第５７条第１項の監査室を含

む。）及び各共通事務部をいう。以下同じ。）

の長（事務本部にあっては、人事担当の理事。

以下同じ。）は、当該部局におけるハラスメン

トの防止等に関し総括し、当該部局においてハ

ラスメントに起因する問題が生じた場合には

迅速かつ適切に対処しなければならない。 
 
 
 
 
 

 
（後 略） 

 

 
 
（部局の長の責務） 

第４条 部局（各研究科等（各研究科、各附置研

究所、附属図書館、医学部附属病院及び各セン

ター（国立大学法人京都大学の組織に関する規

程（平成１６年達示第１号。この条において「組

織規程」という。）第３章第７節から第１１節

まで（第４７条の２の規定により定める組織の

うち図書館機構を除く。）に定める施設等をい

う。）をいい、組織規程第５６条第１項の部局

事務部等を含む。）、各共通事務部並びに第５

７条の組織をいう。以下同じ。）の長（組織規

程第４７条の規定により定める組織（グローバ

ル・エンゲージメント・オフィス及び情報環境

機構を除く。）、第４７条の２の規定により定

める組織（プロボストオフィス及び学務部に限

る。）及び第４７条の３の規定により定める組

織（成長戦略本部及び環境安全保健機構を除

く。）並びに第５７条の組織にあっては、労務

担当の理事。以下同じ。）は、当該部局におけ

るハラスメントの防止等に関し総括し、当該部

局においてハラスメントに起因する問題が生

じた場合には迅速かつ適切に対処しなければ

ならない。 
 

附 則（令和８年達示第５４号） 
 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 
 

 


